
平成 30 年 6月 8 日 

各 位 

会 社 名 株式会社トーシン 

代表社名 代表取締役社長 石田 信文 

（ＪＡＳＤＡＱコード番号 9444） 

問合せ先 取締役社長室長兼総務部長 

 旭 萌々子

（TEL ０５２－２６２－１１２２） 

 

商号の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ 

 

 

 当社は、本日開催の取締役会において、商号の変更及び定款の一部変更について、平成

30 年 7 月 26 日開催予定の当社第 32 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたの

で、下記のとおりお知らせいたします 

記 

 

１． 変更の理由 

当社は、平成30年３月９日にお知らせのとおり、平成30年５月１日に当社の移動体通信

関連事業を吸収分割の方式により100％子会社とし設立し、事業持株会社体制に移行いたし

ました。 

これに伴い平成30年８月1日を効力発生日として、現行定款第１条（商号）の変更を行う

とともに、現行定款第２条（目的）に定める事業目的の変更を行うものであります。 

 

２． 変更の内容  

 変更の内容は次のとおりであります。 

現行定款 変更案 

第１章  総則 

（商号） 

第１条  

当会社は、株式会社トーシンとし、英文では

TOSHIN CORPORATION と表示する。 

 

 

（目的） 

第２条   

当会社は、次の事業を営むことを目的とす

る。 

 

第１章  総則 

（商号） 

第１条  

当会社は、株式会社トーシンホールディングスと

し、英文では TOSHIN HOLDINGS CO.,LTD 

 と表示する。 

 

（目的） 

第２条   

当会社は、次の各号に掲げる事業を営むこと、並

びに、次の各号に掲げる事業を営む会社（外国会

社を含む）及びこれに相当する事業を営む会社の



 

 

 

（１）～(34) 記載省略 

 

第 2 条から 41 条 条文省略 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式を保有することによる当該会社の事業活動

の支配及び管理することを目的とする。 

 

（１）～(34) 現行通り 

 

第 2 条から 41 条 現行通り 

 

附則 

 

第 1 条  

第 1 条（商号）及び第 2 条（目的）の変更につい

ては、平成 30 年 7 月 26 日開催予定の第 32 期定

時株主総会に付議される定款一部変更の件が原

案どおり承認可決されることを条件として平成

30 年 8 月 1 日に効力が発生するものとする。 

 

第 2 条 

本附則は前条に係る定款変更の効力発生後に削

除する。 

 

３． 定款変更の日程  

 変更の内容は次のとおりであります。 

 取締役会決議日       平成 30 年６月８日 

 定款変更承認定時株主総会  平成 30 年７月 26 日（予定） 

 定款変更の効力発生日    平成 30 年８月１日（予定） 

 

以 上 


